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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 7日 (2006.11.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 【 請 求 項 １ 】 　 映 像 音 声 デ ー タ （ 以 下 、 Ａ Ｖ デ ー タ と 呼 ぶ ） を 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録
手 段 と 、
　 前 記 記 録 手 段 が 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 記 録 し て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る
フ ァ イ ル を 管 理 す る フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊 れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、

す で に 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ
の う ち 前 記 記 録 媒 体 に す で に 記 録 済 み で あ る 部 分 に ア ク セ ス 出 来 る よ う に 前 記 フ ァ イ ル 管
理 情 報 を 修 復 ま た は 生 成 す る フ ァ イ ル 修 復 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 記 録 手 段 は 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 記 録 開 始 す る 時 に 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ
を 記 録 す る 先 頭 の 記 録 ブ ロ ッ ク の ア ド レ ス を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 し 、
　 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 、 前 記 記 録 媒 体 の 連 続 す る 記 録 ブ ロ ッ ク に 記 録 し 、
　 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 し て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る
フ ァ イ ル を 管 理 す る 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊 れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、 前 記 フ ァ イ ル
修 復 手 段 は 、 前 記 先 頭 の 記 録 ブ ロ ッ ク の ア ド レ ス を も と に 、 前 記 す で に 記 録 済 み で あ る 部
分 を 再 生 し 、 不 連 続 点 を 見 つ け て 、 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 を 修 復 ま た は 生 成 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 装 置 。
　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 記 録 手 段 は 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 、 前 記 記 録 媒 体 の 連 続 し て い な い 記
録 ブ ロ ッ ク に 記 録 し 、
　 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 し て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る
フ ァ イ ル を 管 理 す る 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊 れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、 前 記 フ ァ イ ル
修 復 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る 古 い フ ァ イ ル 管 理 情 報 を 利 用 し 、 前 記 記 録 済
み で あ る 部 分 を 再 生 し 、 不 連 続 点 を 見 つ け て 、 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 を 修 復 ま た は 生 成 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 装 置 。
　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 記 録 媒 体 の 記 録 ブ ロ ッ ク に 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 書 き 込 む 際 、 ど の 記 録
ブ ロ ッ ク か ら 書 き 込 ん で い く か の 順 番 に 関 す る 規 則 が 予 め 決 ま っ て お り 、
　 前 記 フ ァ イ ル 修 復 手 段 は 、 前 記 規 則 を 利 用 し て 前 記 記 録 済 み で あ る 部 分 を 再 生 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 記 録 装 置 。

前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の
う ち 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 済 み で あ る 部 分 を 再 生 す る こ と に よ っ て 、



　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ は 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ に 準 拠 し て お り 、
　 前 記 不 連 続 点 と は 、 Ｐ Ｃ Ｒ （ Ｐ ｒ ｏ ｇ ｒ ａ ｍ 　 Ｃ ｌ ｏ ｃ ｋ 　 Ｒ ｅ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｃ ｅ ） の 値
が 不 連 続 に な っ て い る 所 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 記 録 装
置 。
　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ は 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ に 準 拠 し て お り 、
　 前 記 不 連 続 点 と は 、 Ｐ Ｉ Ｄ （ Ｐ ａ ｃ ｋ ｅ ｔ 　 Ｉ ｄ ｅ ｎ ｔ ｉ ｆ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ） が 不 連 続
に な っ て い る 所 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 記 録 装 置 。
　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 記 録 媒 体 は ハ ー ド デ ィ ス ク で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ６ の
い ず れ か に 記 載 の 記 録 装 置 。
　 【 請 求 項 ８ 】 　 請 求 項 載 の 記 録 装 置 の

プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た
コ ン ピ ュ ー タ に よ り こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 記 録 媒 体 。

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ４ 】
　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る た め に 、 第 １ の 本 発 明 （ 請 求 項 １ に 対 応 ） は 、 映 像 音 声 デ ー タ
（ 以 下 、 Ａ Ｖ デ ー タ と 呼 ぶ ） を 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
　 前 記 記 録 手 段 が 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 記 録 し て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る
フ ァ イ ル を 管 理 す る フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊 れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、

す で に 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ
の う ち 前 記 記 録 媒 体 に す で に 記 録 済 み で あ る 部 分 に ア ク セ ス 出 来 る よ う に 前 記 フ ァ イ ル 管
理 情 報 を 修 復 ま た は 生 成 す る フ ァ イ ル 修 復 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 で あ
る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 第 ８ の 本 発 明 （ 請 求 項 ８ に 対 応 ） は 、 請 求 項 載 の 記 録 装 置 の

プ ロ グ ラ ム を 記
録 し た コ ン ピ ュ ー タ に よ り こ と を 特 徴 と す る プ
ロ グ ラ ム 記 録 媒 体 で あ る 。
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１ 記 、 　 前 記 記 録 手 段 が 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 記 録 し
て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る フ ァ イ ル を 管 理 す る フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊
れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の う ち す で に 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 済 み で あ る
部 分 を 再 生 す る こ と に よ っ て 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の う ち 前 記 記 録 媒 体 に す で に 記 録 済 み で あ
る 部 分 に ア ク セ ス 出 来 る よ う に 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 を 修 復 ま た は 生 成 す る フ ァ イ ル 修 復
手 段 と し て コ ン ピ ュ ー タ を 機 能 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 記 録 媒 体 で
あ っ て 、 処 理 可 能 な

前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の
う ち 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 済 み で あ る 部 分 を 再 生 す る こ と に よ っ て 、

１ 記 、 　 前 記 記 録 手
段 が 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ を 記 録 し て い る 最 中 に 、 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る フ ァ イ ル を 管
理 す る フ ァ イ ル 管 理 情 報 が 壊 れ た か ま た は 失 わ れ た 場 合 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の う ち す で に 前
記 記 録 媒 体 に 記 録 済 み で あ る 部 分 を 再 生 す る こ と に よ っ て 、 前 記 Ａ Ｖ デ ー タ の う ち 前 記 記
録 媒 体 に す で に 記 録 済 み で あ る 部 分 に ア ク セ ス 出 来 る よ う に 前 記 フ ァ イ ル 管 理 情 報 を 修 復
ま た は 生 成 す る フ ァ イ ル 修 復 手 段 と し て コ ン ピ ュ ー タ を 機 能 さ せ る た め の

プ ロ グ ラ ム 記 録 媒 体 で あ っ て 、 処 理 可 能 な
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